
お問い合わせ先 
教育委員会事務局 / 社会教育課 /社会教育係（文化財保護担当）   

TEL：0772-45-1642 

令和７年６月 25日 

～栗田の中世仏像＆江戸時代初期の宮津城下町絵図を新指定～ 

 宮津市教育委員会は、新たに３件の美術工芸品を宮津市指定文化財に指定しました。今回

の指定により宮津市指定文化財は 68件、このうち美術工芸品は 38件となります。 

日 時 

・宮津市文化財保護審議会 答申：令和７年６月４日（水）

・宮津市教育委員会定例会 議決：令和７年６月 24日（火）

内 容 

１．木造聖観音菩薩立像（旧観音堂本尊） １躯 

種 別：美術工芸品（彫刻） 

所有者：宗教法人休耕寺 

法 量：100.2cm（総高）年 代：平安時代（12世紀） 

２． 銅造騎獅文殊菩薩坐像（銅製厨子入） １躯 

附 錦袋 １点、木製厨子 １点、木箱 ２点 

種 別：美術工芸品（工芸品） 

所有者：宗教法人徳寿院 

法 量：4.7cm（総高） 年 代：南北朝時代（14世紀） 

３． 正保宮津城絵図案 １鋪 

種 別：美術工芸品（歴史資料） 

所有者：宮津市 

法 量：303.7㎝（縦） 横 305.3㎝（横） 

年 代：江戸時代（正保２年頃） 

※詳細については、別紙「宮津市指定文化財の新指定について」をご参照ください。

※写真データを提供いたします

【担当者のコメント】 

 今回指定される３件はいずれも製作上の価値に加えて、地域の歴史を今に伝える貴重な文

化財です。 

新たに３件を宮津市指定文化財に指定 
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別紙 

宮津市指定文化財の新指定について 

 

このたび、6 月 24 日の教育委員会定例会の議決を経て、新たに３件の美術工芸品（彫刻

１件、工芸品１件、歴史資料１件）が宮津市指定文化財に指定されました。今回の指定によ

り、宮津市指定文化財は 68件、このうち美術工芸品としては 38件になります。 

 

１．木造聖観音菩薩立像（旧観音堂本尊）  １躯 

 種  別：美術工芸品（彫刻） 

適用基準：第１ 宮津市指定有形文化財（彫刻） 

     （1）各時代の遺品のうち、製作が優秀で文化史上貴重なもの 

所 有 者：宗教法人休耕寺 

所在地区：栗田（脇） 

法    量：100.2cm（総高）  年代：平安時代（12世紀） 

説    明： 

栗田地区の字脇腹に所在する玉田山休耕寺に伝来する像で

あり、近年までは享保２年（1717）に境内に建立された観音堂

で祀られていました。作風より造像時期は 12 世紀頃に遡るも

のと推定されます。 

当地には、休耕寺本尊の聖観音立像（市指定）をはじめ中世

に遡る仏像彫刻がまとまって伝えられており、本像もまた当地

周辺で営まれてきた仏教文化の層の厚さを十分に物語る優品

として価値が高いです。 

                                   木造聖観音菩薩立像                          

２．銅造騎獅文殊菩薩坐像（銅製厨子入） １躯 

附 錦袋   １点、木製厨子 １点、木箱 ２点  

 種  別：美術工芸品（工芸品） 

適用基準：第１ 宮津市指定有形文化財（工芸品） 

     （１）各時代の遺品のうち、製作が特に優秀なもの 

所 有 者：宗教法人徳寿院 

所在地区：栗田（獅子） 

法  量：4.7cm（総高）  年代：南北朝時代（14世紀） 

銘  文：楕円筒形容器 蓋部前面に陰刻銘「慶長三年正月吉旦日」 

同      蓋部背面に陰刻銘「施主 蔵人正」※慶長３年は西暦 1598 年

説  明： 

総高５㎝に満たない金銅製の小像であり、製作年代は、獅子や本躯の造形から 14 世紀

頃の南北朝時代まで遡ると考えられます。楕円筒形の蓋を被せると、懐中に納める守り本

尊のような形状となり、容器の銘にある慶長３年（1598）に現在の形態に改められたと考

えられます。 



別紙 

鎌倉時代後期頃より鋳造技術の進歩とともに、各種種仏像の小金銅仏が盛んに鋳造され

るようになった。本像も 14世紀の精緻な小金銅仏の優品として価値が高い像です。 

 

３．正保宮津城絵図案 １鋪 

 種  別：美術工芸品（工芸品） 

適用基準：第１ 宮津市指定有形文化財（歴史資料） 

     （1）政治、経済、社会、文化、科学技術等歴史上の各分野における重要な事象に関する 

遺品のうち、学術的価値の高いもの 

所 有 者：宮津市 

所在地区：宮津 

法  量：法量：303.7㎝（縦） 横 305.3㎝（横） 縦の方向に南北を表す 

年  代：江戸時代（正保２年頃） 

題箋・付紙：折り畳み、おもて表紙に題箋貼付「丹後宮津城圖」と記す。 

絵図の東・北西各二カ所の計四カ所に付箋貼付「本紙此所山切申候」記載 

指定説明： 

江戸時代に、宮津藩から幕府に提出した城絵図の下書きに類するものと推定されます。

正保元年（1644）に江戸幕府から各藩に作成が命じられた「正保城絵図」の特徴と合致し、

京極高広によって再建された宮津城や城下町の姿が描かれている。 
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